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告 示■

◎群馬県告示第２６号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定を解除する。

令和元年５月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 解除に係る保安林の所在場所 渋川市赤城町棚下字大岩９０４の４

２ 保安林として指定された目的 公衆の保健

３ 解除の理由 指定理由の消滅

◎群馬県告示第２７号

電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号）第３条第１項の規定により、電線共同溝を整

備すべき道路を次のとおり指定した。

令和元年５月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の種類 路線名 区 間

一般国道 ４０７号 太田市東本町２８番の１地先から太田市東本町２７番の９地先まで
の上下線

県道 前橋館林線 太田市西本町５番の３地先から太田市東本町２７番の９地先までの
上下線

公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

の申請があったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、同項に規定する定款等の書類を群馬県生活文化スポーツ

部県民生活課において縦覧に供する。

令和元年５月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 令和元年５月１４日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人新輝

３ 代表者の氏名 新木諭

４ 主たる事務所の所在地 伊勢崎市境萩原１７６１番地

５ 定款に記載された目的 この法人は、少年院又は少年鑑別所から退院又は退所した者、児童養護施設等を退所

した者、又は各種の障害や家庭の事情により就職による社会的な自立が困難な青少年に対する就労支援活動に関

する事業を行い、青少年が、各人の個性に応じた就労と社会的自立の機会を獲得することにより、もって個人の
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福祉増進及び公共の治安並びに安全に寄与することを目的とする。

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

の申請があったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、同項に規定する定款等の書類を群馬県生活文化スポーツ

部県民生活課において縦覧に供する。

令和元年５月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 申請のあった年月日 令和元年５月１７日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人西吾妻共生企画

３ 代表者の氏名 黒岩佐予子

４ 主たる事務所の所在地 吾妻郡嬬恋村大字鎌原１４７６番地３２

５ 定款に記載された目的 この法人は、介護が必要な障がい者・高齢者、療育が必要な障がい児、自立支援の必

要な若者などとその介護者・保護者が心身ともに健やかで当たり前の生活ができるように、その支援に関する事

業を行い、社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１７項の規定により公告する。

令和元年５月２８日

群馬県知事 大 澤 正 明

理 事
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

理 事 再 任 外所桂一 高崎市金井淵町２７３番地春日松原堰

同 同 塚本教司 同 上里見町７５４番地

同 同 関好実 同 同 ３９５５番地

同 新 任 角田武 同 剣崎町１０３６番地

同 同 廣瀬高 同 下大島町３８番地

同 同 櫻井覚 同 町屋町８４７番地１

同 同 赤尾幸雄 同 上大島町１６番地２

同 同 松田晃 同 下里見町５１２番地１

同 同 中島二郎 同 同 ６８１番地

同 同 富沢正廣 同 同 １３８６番地
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同 同 古島正一 同 中里見町６２番地１

同 同 中島健雄 同 同 １６７番地１

同 同 中曽根勲 同 上里見町１６２４番地１

同 同 小池信之 同 同 １９６１番地

同 退 任 櫻井実 同 剣崎町８６５番地

同 同 秋本千明 同 下大島町９番地

同 同 中島一行 同 下里見町３３０番地

同 同 富沢正幸 同 同 ５７７番地

同 同 富岡光行 同 同 ８１０番地

同 同 里見義衛 同 中里見町２８８番地

同 同 荻原鋭寛 同 同 ３３９番地１

同 同 小池晃士 同 上里見町６６５番地

同 同 清水孝 同 同 ２９１２番地１

監 事 新 任 秋本千明 同 下大島町９番地

同 同 富沢茂 同 下里見町８２３番地

同 同 星野真澄 同 中里見町１２９４番地２

同 退 任 木島喜代司 同 剣崎町９５０番地

同 同 松村和美 同 上大島町８番地

同 同 星田良一 同 中里見町５１９番地

理 事 再 任 吉田貞美 高崎市吉井町岩井５０１番地馬庭堰

同 同 佐藤夏雄 同 吉井町小暮６０２番地３

同 新 任 諸岡和夫 同 吉井町岩井６２９番地１

同 同 澁澤満男 同 吉井町小暮６９１番地

同 同 浅野秀夫 同 吉井町馬庭１７番地

同 同 武井和行 同 同 ６４番地

同 同 竹内和巳 同 同 １０５番地１

同 同 江原邦夫 同 同 ２８４番地

同 退 任 三宿聰 同 吉井町岩井７７９番地

同 同 金井芳晴 同 吉井町小暮７１２番地２

同 同 松本正行 同 吉井町馬庭８番地
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同 同 新井賢一 同 同 ４２番地

同 同 阿藤祐一 同 同 ３０９番地１

同 同 油井原芳男 同 同 ７３４番地

監 事 再 任 岩佐良則 同 吉井町小暮３２番地

同 新 任 三宿尋 同 吉井町岩井７７５番地

同 同 樋口雅彦 同 吉井町馬庭８３２番地

同 退 任 高橋勉 同 吉井町岩井７０２番地

同 同 中谷光美 同 吉井町馬庭２２３番地

選挙管理委員会告示■

◎群馬県選挙管理委員会告示第８号

病院の院長が不在者投票管理者となるべき病院ならびに老人ホームの長が不在者投票管理者となるべき施設の定

め等の告示（昭和４１年群馬県選挙管理委員会告示第８号）の一部を次のように改正する。

令和元年５月２８日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

「地域密着型特別養護老人
地域密着型特別養護老人

表２の項中「地域密着型特別養護老人ホームふるさと 同 綿貫町１３６９」を
ケアハウスホープヒルズ
医療法人山崎会 サービ

ホームふるさと 同 綿貫町１３６９
ホーム 泉の園 同 箕郷町矢原１２番地１

に、「特別養護老人ホームくやはら 同
同 江木町１０９３－１

ス付き高齢者向け住宅オアシス 同 田町７１－１ 」

「特別養護老人ホームくやはら 同 久屋原町４１４－１
久屋原町４１４－１」を 特別養護老人ホーム とね虹の里 同 東原新町１８５５番地１ に改

地域密着型特別養護老人ホーム とね虹の里 同 東原新町１８５５番地１」
める。
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